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 地方独立行政法人香取おみがわ医療センター 令和７年度年度計画 

 

第１ 年度計画の期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの１年間とする。 

 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためにとるべき措置 

１ 地域の特性に配慮した医療の提供 

(１) 診療体制の充実 

① 地域医療構想を踏まえた医療の提供 

急性期病床の一部を一般病床から地域包括ケア病床に転換することで、病棟

の一部において回復期の患者の受入れを可能とし地域医療構想との整合を図

る。 

○地域包括ケア病棟 50 床の運用を開始し、地域医療機関からの患者受入

れや在宅復帰を推進する。 

○千葉県立佐原病院や香取郡市医師会と密に交流を図り、救急医療及び在

宅医療の体制について、機能分化・連携強化等の協議を行う。 

○総合病院国保旭中央病院を中心とした地域連携パスの導入を検討し、連

携強化に努める。 

項目 
令和４年度 

実績値 

令和５年度 

実績値 

令和７年度 

目標値 

一般病床 83床 83床 50床 

地域包括ケア病床 17床 17床 50床 

計 100床 100床 100床 

※転換する地域包括ケア病床は主に急性期機能を担うため、病床機能については

変更なし 

② 急性期医療の充実 

ヘリカルＣＴやＭＲＩによる精度の高い画像診断を有効活用し、脊椎脊髄疾

患を中心とした治療を積極的に行う。 

○業務を円滑に遂行するため、分掌の見直しや効率化に努める。 

〇手術件数の増減に応じた、効果的な人員配置が行える体制を構築する。 

〇一時休止となる循環器疾患においては、他の医療機関と連携を図り、地 

域住民の医療提供体制の構築に努める。 

項目 
令和４年度 

実績値 

令和５年度 

実績値 

令和７年度 

目標値 

ＣＴ撮影件数 5,807件 6,050件 7,000件 

ＭＲＩ撮影件数 3,126件 3,724件 4,000件 
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主な手術件数 1,434件 1,561件 1,740件 

③ 外来・かかりつけ医機能等 

需要に即した診療体制及び診療機能の補完に努める。 

〇糖尿病透析予防外来、フットケア外来、もの忘れ外来の充実を図る。 

○認知症初期集中支援チームとの連携を強化し、認知症ケアの充実を図る。 

地域診療所が「かかりつけ医」として機能している診療科については、「かか

りつけ医」を持つことを推奨・啓発し、医療センターの専門医と「かかりつけ

医」である地域診療所の医師が互いに連携し、協同で継続的に治療を行う「二

人主治医制」の構築に努める。 

○香取郡市医師会と各専門医との連携強化に努める。 

④ 在宅医療及び介護サービスの提供 

ア 在宅療養支援 

高齢者が住み慣れた地域や自宅で療養できる環境を維持するため、外来で

の療養指導や訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションなどの在宅療養

支援に努める。 

○在宅医療提供体制の充実を図る。 

〇訪問リハビリテーション体制を構築する。 

イ 訪問診療 

住み慣れた地域や自宅で療養できるよう、訪問診療・訪問看護の提供を積

極的に行う。 

ウ 居宅介護支援 

介護保険の利用者及びその家族の要望を尊重し、適切なサービスが利用で

きるよう支援に努める。 

⑤ 救急医療 

救急告示病院としての役割を果たし地域の救急医療に努める。 

○多職種参加の作業部会を継続し、救急診療体制の強化に努める。 

平日日中の救急体制の強化に努めるほか、近隣の高次機能病院や三次救急病

院と連携し、千葉県立佐原病院や香取郡市医師会と密に交流を図り、地域にお

ける持続可能な救急医療体制の確保に努める。 

○救急患者受入研修会を開催し、円滑な運用体制の構築を図る。 

○救急診療に係る看護師業務について、タスクシェアの導入を検討する。 

当直体制について、常勤・非常勤医師を効果的に配置し、消防署との連携を

図りながら時間外救急体制の強化に努める。 

○時間外救急診療体制について、神栖市や鹿嶋市等の県外消防署との情報

共有を開始する。 

項目 
令和４年度 

実績値 

令和５年度 

実績値 

令和７年度 

目標値 
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時間外患者応需率 46.7％ 48.2％ 80.0％ 

 救急搬送応需率 25.2％ 33.8％ 70.0％ 

急性冠症候群受入患者数 63人 74人 0人 

⑥ リハビリテーション医療 

急性期から回復期・慢性期・在宅医療まで包括的にリハビリテーションを提

供する体制整備に努める。 

○入院前から介入し早期の在宅復帰支援に繋げる。 

疾患別リハビリテーション 
令和４年度 

実績値 

令和５年度 

実績値 

令和７年度 

目標値 

運動器 27,837単位 30,222単位 30,300単位 

脳血管疾患等 1,820単位 2,286単位 2,600単位 

廃用症候群 6,832単位 7,962単位 11,000単位 

計 36,489単位 40,470単位 43,900単位 

(２) 行政や地域と連携した医療の提供 

① 地域包括ケアシステムの推進 

介護が必要になっても、住み慣れた地域で在宅生活を送ることができるよう、

地域ニーズに応じた在宅医療及び介護の中心的な役割を担う複合型の公立病

院として、他の医療機関や福祉施設等との連携強化に努める。 

 ○香取海匝保健医療圏内の医療機関や福祉施設等との連携強化を図るた

め、地域で開催のネットワーク会議等に積極的に参加し、「顔の見える関

係」を推進する。 

急性期治療後の患者に対して適切な治療と在宅復帰支援を行う等、地域包括

ケアシステムにおいて、医療センターの役割を果たす。 

② 予防医療への取組み 

地域住民の健康保持及び疾病予防の推進のため、地域ニーズに応じた特定検

診、人間ドック、各種健康診断の検診受診率の向上に努める。 

 〇人間ドックや睡眠時無呼吸症候群（SAS）検査の体制を強化し、積極的な

受入れを行う。 

〇新規に香取市肺がん検診を受託、受診率の向上に努める。 

○季節性インフルエンザワクチン接種や新型コロナワクチン接種の円滑

な運営を図る。 

〇ワクチンの発注については熟慮し廃棄数を最小限に抑える。 

〇行政と連携し予防接種を継続して実施する。 

項目 
令和４年度 

実績値 

令和５年度 

実績値 

令和７年度 

目標値 

人間ドック 13件 47件 100件 

肺がんＣＴ検診 15件 17件 300件 
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③ 災害時等における医療協力 

災害発生時に迅速な対応ができるよう、必要な人的・物的資源を整備する。 

〇給水車による貯水槽への給水訓練を実施する。 

○夜間火災発生時のアクションカードを作成する。 

大規模災害発生時には、基幹災害拠点病院及び地域災害拠点病院との連携の

もと患者を受け入れるとともに、必要に応じ医療スタッフを現地に派遣し、医

療救護活動を実施できるよう、災害医療に関する研修や医療救護を想定した訓

練等に参加する。 

新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症の流行等、公衆衛生上重大

な健康被害等が発生し、または発生しようとしている場合は、香取市や関係機

関と連携し、迅速かつ適切な対応に努める。 

④ 看護専門学校の運営 

看護基礎教育の質を確保し、医療センターの持つ医療資源を活かし、地域医

療や高度・専門医療等に幅広く対応しうる看護人材の安定的かつ継続的な養成

に努める。 

○各職種が看護学校の運営に協力し、専門分野に応じた講義や実習指導を 

行う。 

  ⑤ 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組み 

新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を

想定した地域連携に係る体制について、平時から地域の基幹となる連携医療機

関と協議するほか、新興感染症の発生等を想定した訓練への参加を積極的に行

う。 

 〇地域の基幹となる連携医療機関と連携を図る。 

標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・

消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の感染対策マニュアルは、最新のエビデンスに

基づき定期的に改訂を行う。 

２ 医療の質の向上 

(１) 医療職の人材確保と育成 

① 医師の確保 

ア 急性期医療を維持するための常勤医師確保に努める。 

○循環器内科、消化器内科、呼吸器内科 

○医師確保のため、大学訪問、紹介会社の活用、病院広報のブラッシュア

ップを図る。 

イ 医師の業績が反映される給与制度の構築に努める。 

ウ 医師確保と定着化を促進するため、医師、看護師及び医療技術員等が、適

切に役割分担するチーム医療を推進する。 

  チーム医療の改善を行うとともに、タスクシフト/シェアを推進し、医療
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支援の強化を図る。 

〇多職種連携のチーム医療を提供する。 

エ 医師の働き方改革においては、適切な労務管理を行うために入退室管理シ

ステムの運用の徹底を図る。 

オ 臨床研修医の受入れ等を通じた若手医師の確保 

地域医療研修においては、必須となる一般外来研修及び在宅研修の双方が

行える体制を維持する。 

基本領域の専門医研修においては、基幹病院と連携し研修プログラムの充

実を図る。 

サブスペシャルティ領域の専門研修においては、指導医の定着等、研修施

設要件の維持に努める。 

② 看護師及び医療技術員の人材確保 

ア 教育実習の受入れや職場体験を通して関係教育機関等との連携を強化し、

優れた看護師及び医療技術員等の人材確保に努める。 

  ○学生実習を積極的に受け入れる。 

○県内大学の看護学部、薬学部の病院説明会に参加し、優れた人材確保に 

努める。 

○千葉科学大学の実習受入れを継続して行う。 

○千葉県立小見川高校医療コースの講義・体験学習に協力し、地域で活躍 

する人材の育成に努める。 

イ 看護師の働き方改革において、３交代制と２交代制、夜勤専従の導入につ

いて検討する。 

○夜勤専従看護師を確保する。 

○２交代制勤務を推進する。 

(２) 地域医療連携の推進 

① 香取郡市医師会、香取匝瑳歯科医師会、香取郡市薬剤師会との連携を密にし、

共存共栄の病診連携を深める。 

○地域の研修会等を活用し、医療体制の周知を図る。 

○香取郡市医師会や地域病院との連携を推進する。 

○地域の診療所等からの要望に適切に対応し、紹介率及び逆紹介率の向上

を図る。 

項目 
令和４年度 

実績値 

令和５年度 

実績値 

令和７年度 

目標値 

紹介率 17.7％ 17.8％ 20.7％ 

逆紹介率 23.0％ 20.7％ 26.0％ 

② 市民に対して、受診行動への啓蒙活動を行う。 

○専門医等による市民公開講座を開催する。 
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○広報誌や待合モニタにより、タイムリーな情報提供を行う。 

③ 香取海匝保健医療圏や成田市等近隣病院との病病連携を図る。 

   ○連携強化を図るため、地域で開催のネットワーク会議等に積極的に参加 

   し、「顔の見える連携」を推進する。 

３ 患者や家族から信頼される病院に向けた取組みの推進 

(１) 患者中心の医療の提供 

① 医療の中心は患者であるという認識の下、患者とその家族が自ら受ける治療

に納得し、治療及び検査の選択について患者の意思を尊重するため、インフォ

ームド・コンセントを徹底する。 

〇検査・手術・処置の説明書と同意書の統一化を図る。 

○インフォームド・コンセント状況のラウンドを継続する。 

○患者さんを対象に「人生会議」勉強会を開催し、意思決定支援に努める。 

② 医療を自由に選択する患者の権利を守るため、患者が治療法等を判断する際

に主治医以外の専門医の意見及びアドバイスを求めた場合に適切に対応でき

るようセカンドオピニオンの体制を強化する。 

(２) 診療待ち時間の改善等 

外来診療の待ち時間の実態調査から、患者ニーズを把握しながら、診療待ち

時間の改善を図る。 

○多職種と業務改善を検討しながら診療待ち時間の課題解決に努める。 

〇診療待ち時間を利用した情報提供を、積極的に実施する。 

(３) 患者・来院者のアメニティ向上 

患者や来院者に、より快適な環境を提供するため、院内清掃を徹底するとと

もに、院内巡回を定期的に実施し、患者のプライバシー確保に配慮した院内環

境整備に努める。 

患者、来院者及び職員の健康に配慮するため、引き続き敷地内禁煙を徹底す

る。 

(４) 患者の利便性向上 

① ボランティアを積極的に受け入れ、玄関・受付等での声掛けや移動介助を行

うことで、患者の利便性向上を図る。 

② 案内板やホームページ等を活用し、交通案内や公共交通機関の時刻表等の情

報を最新の状態に保つ。 

○ホームページ等を活用し、外来診療体制などタイムリーな情報提供に努 

める。 

③ 自動精算機でのクレジットカード支払い導入後の問題点を検証する。 

(５) 職員の接遇向上 

① 全ての職員に対し、医療はサービス業であるとの認識を浸透させる。 

   ○職員の身だしなみチェックを実施し、接遇に対する意識向上を図る。 
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② 患者、利用者からの投書や患者満足度調査の結果について職員が情報共有し、

接遇に対する意識付けを徹底する。 

   〇利用者からの投書や患者満足度調査結果からの課題解決に努める。 

③ 接遇指導者研修など、有用な研修に職員を参加させる。 

○接遇研修の受講率向上に努める。 

項目 
令和４年度 

実績値 

令和５年度 

実績値 

令和７年度 

目標値 

接遇研修会実施回数 １回 １回 １回 

 受講率 44.3％ 91.2％ 100％ 

４ 法令等の遵守と情報公開の推進 

(１) 医療センターとしての使命を果たすため、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）

をはじめとする関係法令を遵守するとともに、内部規程の策定、チェック等を

通じて、役職員の行動規範と医療倫理を確立する。 

(２) 個人情報保護及び情報公開に関しては、規程に基づき適切に対応する。 

(３) 個人情報漏えいを防ぐため、情報セキュリティ研修を実施するなど、職員の

認識を高めるとともに、情報セキュリティ対策を徹底する。 

(４) インフォームド・コンセントの一層の充実や、診療録等の医療情報の適切な

情報開示を実施し、患者及びその家族の信頼向上に努める。 

５ 医療安全対策及び院内感染防止対策の徹底 

(１) 医療事故やヒヤリハット事例等の情報収集・分析を行い、発生原因・再発防

止策を検討し、医療安全対策の充実を図る。 

    ○各部署内において発生したインシデントの十分な分析を行い情報の共 

有を徹底する。 

(２) 全職員が研修会、勉強会等への参加を通じて、医療安全に対する知識の向上

に努め、適切に行動する。 

項目 
令和４年度 

実績値 

令和５年度 

実績値 

令和７年度 

目標値 

医療安全院内研修会 ２回 ２回 ２回 

実施回数 受講率 99.1％ 96.3％ 100％ 98.0％ 100％ 

感染対策院内研修会 ２回 ２回 ２回 

実施回数 受講率 60.9％ 76.4％ 76.4％ 65.8％ 100％ 

(３) 患者との信頼関係を強化し、患者が安心して良質な医療を受けられるような

安全管理と事故防止対策の充実を図る。 

    〇医療安全指針の改定を行う。 

(４) ヒューマンエラーが起こりうることを前提として、エラーを誘発しない環境、

起こったエラーが事故に発展しないシステムを組織全体で整備する。 

〇院内全ての救急カートの仕様を統一する。 
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(５) 職員の自主的な業務改善や能力向上活動を強化するとともに、継続的に医療

の質の向上を図る活動を幅広く展開していく。 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 地方独立行政法人としての運営管理体制の確立 

地方独立行政法人として、自律性・機動性・透明性の高い病院運営を行う。 

理事会及び事務部門などの体制を整備するとともに、部門ごとの収支計算による

経営分析を行い、計画を着実に達成できる運営管理体制を確立する。 

〇令和８年度からの第２期中期計画を策定し、自立性の高い病院経営を推進す 

る。 

業務運営の適正化を図るため、内部統制推進体制を整備する。 

２ 効率的かつ効果的な業務運営 

(１) 適切かつ弾力的な人員配置 

地方独立行政法人化のメリットの一つである柔軟な人事管理制度を活用し

て、医師をはじめとする職員の配置を適切に行う。 

 〇所属や資格にとらわれず、病院内での効率的な人員配置を推進する。 

○急性期医療・回復期医療に適した人員配置を検討する。 

○看護部において、多職種との連携・タスクシェア等のリリーフ体制を検 

討する。 

〇職員の部科を超えた業務支援を行ない、業務の効率化を図る。 

柔軟な給与体系を設け、必要に応じて常勤以外の雇用形態を取り入れること

などにより、多様な専門職の活用を図り、効果的な医療の提供及び業務運営に

努める。 

項目 
令和４年度 

実績値 

令和５年度 

実績値 

令和７年度 

目標値 

診療部 21.3人 22.7人 20.4人 

常勤医師 ５人 ９人 ７人 

嘱託医 0.4人 0.4人 0.4人 

非常勤医師 14.9人 12.3人 12.0人 

常勤歯科医師 １人 １人 １人 

(２) 職員の職務能力の向上 

① 医療スタッフの職務能力の高度化・専門化を図る 

○認定、専門等の資格を積極的に取得する。 

○認知症認定看護師教育過程の受講支援を行う。 

② 適正人数を踏まえたプロパー事務職員の採用や研修の充実等により、病院特

有の事務に精通した職員を確保・育成に努める。 

段階的に香取市からの派遣職員を減らしていくとともに、プロパー職員には
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メディカルクラークや診療情報管理士等の資格取得を推進し、事務部門の職務

遂行能力の向上を図る。 

③ 全職員が経営感覚とコスト意識を高め、経営管理機能を強化するとともに病

院経営の効率化を図る。 

○経営感覚とコスト意識が高まるよう、運営連絡会議で年度計画における 

経営指標を協議し、その会議録を用いて全職員に情報共有する。 

○病床外来運営管理委員会と、その下部組織である中堅職員の作業部会に 

より、経営改善を全職員で推進する。 

〇各部署でコスト削減に取り組む。 

〇各部署で業務のスリム化を図る。 

(３) 意欲を引き出す人事評価制度の構築 

人事評価と昇給・昇格を連動させる等、職員の努力が評価され、業績や能力

を的確に反映した人事管理を行うため、公正で客観的な新人事評価制度を第１

期中期計画期間中に導入することを目指す。評価結果については、職員にフィ

ードバックすることで、問題点等の是正に役立てる。 

(４) 働きやすい職場環境の整備 

① 優秀な職員を確保するため、短時間勤務正職員制度等による柔軟な勤務体制

の採用、時間外勤務の削減、休暇取得の促進、産前産後休暇・育児休業等によ

って現場を離れた人材や地域に戻られた人の就労の場としての受入れ等、職員

にとって働きやすく、また、働き甲斐のある就労環境を整備する。 

○経営幹部と職員との対面の意見交換会を持ち、病院経営における疑問等

の解消を図る。 

○職員満足度調査結果から職場環境の改善を図る。 

② 時間外勤務が恒常化している部門については、業務フローを見直し時間外勤

務削減を目指す。 

○時間外勤務が恒常化している要因を洗い出し是正に努める。 

③ 電子カルテ内にクリニカルパスの導入を推進し、業務効率化を図る。 

   ○電子カルテ更新のためのタスクチームを立ち上げる。 

④ 職員の健康を維持するために、職員の悩みなどの相談体制を整備するととも

に患者からの過度な苦情への対応等を図る。 

   ○職員の悩みなどの相談体制を整える。 

(５) 予算の弾力化 

中期計画の範囲の中で、予算科目や年度間で弾力的に運用できる会計制度を

活用した予算執行を行うことにより、効率的・効果的な事業運営に努める。 

契約においては、複数年契約や複合契約など多様な契約手法を活用し、費用

の節減等を図る。 

(６) 迅速かつ的確な意思決定を行うことができる組織の構築 
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指示系統及び情報伝達の流れを定め、組織全体としての情報共有を徹底する

ことで、迅速な意思決定を図り、患者ニーズへの機敏かつ柔軟に対応した医療

サービスを提供する。 

(７) 運営改善に係る仕組みの構築 

病院全体及び部門ごとの経営分析により、計画の進捗状況を確認し、状況に

応じた改善のもとで業務運営を行い、さらなる経営の効率化を図る。 

運営に係る重要事項は事前に香取市と協議することや、会計監査法人による

外部監査により、透明性の高い病院運営に努める。 

 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 収入の確保 

(１) 病床稼働率の向上 

① 地域の患者ニーズに沿った医療サービスの提供や、患者の心身の状況に即し

た入退院の管理を行い、病床の稼働率向上を図る。  

○地域の患者ニーズを視野に入れ、病床稼動率向上のための計画を立案・

実践する。 

項目 
令和４年度 

実績値 

令和５年度 

実績値 

令和７年度 

目標値 

入

院 

患者延人数 25,820人 26,897人 29,200人 

１日平均患者数 70.7人 73.5人 80.0人 

１日１人平均診療単価 68,209円 70,716円 56,150円 

平均在院日数 10.4日 9.8日 10.9日 

外

来 

患者延人数 
医科 100,655人 107,733人 110,060人 

歯科 4,797人 5,075人 4,920人 

１日平均患者数 
医科 414.2人 443.3人 447.4人 

歯科 19.7人 20.9人 20人 

１日１人平均診療 

単価 

医科 9,761円 9,340円 9,300円 

歯科 7,020円 6,623円 7,800円 

② 訪問診療・訪問看護を実施する上で、利用者及びその家族との密な連携によ

り、入院から在宅復帰への支援、在宅から入院へのスムーズな道筋の確立に努

める。 

○入院時から退院支援に必要な情報を共有する仕組みを定着し、病床稼働 

率向上に繋げる。 

③ 高度医療機器の稼働率向上のため、近隣の病院及び診療所等のニーズを把握

し、共同利用を推進する。 

(２) 適切な診療報酬の確保 
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診療報酬改定や健康保険法等の改正に的確に対処するとともに、診療報酬の

請求漏れや査定減、個人負担金の未納を防止するための対策を行い、収入確保

に努める。 

〇病床外来運営管理委員会の作業部会を通じ、病院職員のコスト意識を高 

めるとともに、施設基準の維持や新たな取得に努める。 

項目 
令和４年度 

実績値 

令和５年度 

実績値 

令和７年度 

目標値 

査定減比率  
医科 0.46％ 0.48％ 0.45％ 

歯科 0.12％ 0.04％ 0.01％ 

医療費徴収率 97.9％ 98.9％ 99.5％ 

２ 費用の削減 

(１) 適正な後発医薬品の採用促進等により患者の負担軽減と医療センターの費

用節減に努める。 

〇後発医薬品の使用を促進し、後発医薬品使用体制加算を取得する。 

(２) 薬品、診療材料等の適正単価を設定し、適切な在庫の管理による経費削減や

管理業務の負担軽減を図る。 

○令和５年度下半期に導入したベンチマークシステムを活用し、単価交渉

を進める。 

○在庫管理の一元化を検討する。 

(３) 業務委託の可否及び契約内容や契約方法等の変更を模索し、委託金額の抑制

に努める。 

(４) 無駄な照明の消灯や院内の適切な温度設定等、省エネルギーの取組みを継続

して実施する。 

(５) 契約方法や契約期間の見直しを進め、契約の必要性可否についても継続した

検討を行う。 

(６) 稼働していない医療機器等を把握し、機器入替時又はリース契約更新等の際

には機器の適正配置の参考とする。 

〇医療機器管理台帳を活用し、医療機器の更新や購入方法を決定する。 

項目 
令和４年度 

実績値 

令和５年度 

実績値 

令和７年度 

目標値 

職員給与費比率 60.6％ 66.7％ 72.1％ 

材料費比率 26.5％ 27.3％ 21.1％ 

 薬品費比率 6.5％ 6.7％ 7.9％ 

経費比率 17.9％ 16.3％ 20.3％ 

 委託料比率 9.8％ 9.3％ 12.1％ 

３ 経営基盤の確立 

定期的に開催する理事会及び運営連絡会議において本年度計画で掲げる目標値
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の達成状況の管理を行い、常に目標達成を意識した取組みを推進する。 

項目 
令和４年度 

実績値 

令和５年度 

実績値 

令和７年度 

目標値 

経常収支比率 92.0％ 86.6％ 85.0％ 

医業収支比率 80.4％ 77.7％ 75.3％ 

４ 運営費負担金のあり方 

不採算医療など政策医療の分野に係る経費については、運営費負担金を有効に活

用するものの、その他の分野での採算性を向上することで、地方独立行政法人の経

営原則である独立採算制の確立を目指す。 

救急医療や医師確保対策、看護師養成所の運営に要する経費など、法人の経営努

力だけでは維持することが困難な公共性の高い医療に係る経費等に対する運営費

負担金については、毎年度総務省から通知される「地方公営企業繰出金について」

に準じた考え方により香取市と協議して算出する。 

新たに繰出しの基準に該当する経費が見込まれる際には、あらかじめ香取市と十

分な協議を行う。 

５ 住民の理解のための取組み 

毎事業年度の終了後、業務の実績について、有識者により組織される評価委員会

の意見を基に香取市が評価する。評価結果について、香取市が議会に報告するとと

もに、香取市ホームページにて公表する。 

中期計画、年度計画及び財務諸表について、ホームページにて公表する。 

医療センターが担う役割・機能を見直す場合には、パブリックコメント、広報誌、

ホームページなどを活用し、住民の理解を得るよう努める。 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項に係る目標を達成するためにとるべき措置 

１ 年度計画における数値目標の設定 

本年度計画に数値目標を設定し、それを達成するための取組みを行う。 

２ 医療機器の更新・新設に関する事項 

地域の医療需要、他機関との機能分担、医療技術の進展などを踏まえ、必要性及

び採算性を十分考慮した上で、総合的な投資計画に基づき医療機器の更新・新設を

実施する。 

   ○医療情報システムの更新を実施する。 

３ デジタル化への対応 

マイナンバーの健康保険証（オンライン資格確認）においては、引き続き利用促

進のための周知に努める。 

第１期中期計画期間内のシステム更新は、これまでの課題を見直すほか、医療Ｄ

Ｘに向けての検討を十分に行う。 

サイバーセキュリティーにおいては、基本的な対策を随時行い、毎月開催のシス
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テム委員会にて、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインの最新情報を

共有し、職員への周知に努める。 

 

第６ 経営形態の見直し 

  令和４年４月に経営形態を地方公営企業法の全部適用から地方独立行政法人に 

 移行した。 

今後、地方独立行政法人移行の効果を検証しつつ、引き続き、その経営形態を維 

 持していく。 
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第７ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 予算（令和７年度） 

 （単位：千円） 

区分 金額 

収入     

 

営業収益   3,136,916 

医業収益 2,696,959 

看護師養成事業収益 18,338 

介護保険事業収益 28,755 

運営費負担金収益 339,589 

補助金等収益 1,100 

その他営業収益 52,175 

営業外収益   27,170 

運営費負担金収益 16,881 

その他営業外収益 10,289 

資本収入   430,549 

長期借入金 40,000 

運営費負担金収入 390,549 

その他の収入 80,000 

計 3,674,635 

支出 

 

 

 

 

   

営業費用 

 

 

 

  3,286,840 

医業費用 

 

 

  2,748,426 

給与費 1,601,539 

材料費 580,872 

経費 559,448 

研究研修費 6,567 

看護師養成事業費用 81,082 

介護保険事業費用 42,402 

一般管理費 414,930 

営業外費用   17,549 

資本支出   775,635 

建設改良費 368,636 

償還金等 395,479 

その他の資本支出 11,520 

その他の支出 28,000 

計 4,108,024 

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。  

（注）期間中の診療報酬改定、介護報酬改定、給与改定及び物価の変動は考慮していない。 
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２ 収支計画（令和７年度） 

 （単位：千円） 

区分 金額 

収益の部 3,382,232 

 

営業収益 3,355,062 

 

医業収益 2,696,959 

看護師養成事業収益 18,338 

介護保険事業収益 28,755 

運営費負担金収益 339,589 

資産見返運営費負担金戻入 218,146 

補助金等収益 1,100 

その他営業収益 52,175 

営業外収益  27,170 

運営費負担金収益 16,881 

その他営業外収益 10,289 

  臨時利益 0 

費用の部 4,008,606 

 

営業費用 

 

  3,959,217 

医業費用 3,345,354 

 

給与費 1,673,432 

材料費 580,872 

経費 559,448 

減価償却費 523,664 

その他 7,938 

看護師養成事業費用 83,778 

介護保険事業費用 47,905 

一般管理費 482,180 

営業外費用 21,389 

  臨時損失 28,000 

純利益 △ 626,374 

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。  
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３ 資金計画（令和７年度） 

 （単位：千円） 

区分 金額 

資金収入   3,674,635 

 

業務活動による収入 3,244,086 

 診療業務による収入 2,696,959 

 看護師養成事業業務による収入 18,338 

 介護保険事業業務による収入 28,755 

 運営費負担金による収入 356,470 

 補助金等収入 1,100 

 その他の業務活動による収入 142,464 

投資活動による収入 390,549 

 運営費負担金による収入 390,549 

財務活動による収入 40,000 

 長期借入による収入 40,000 

香取市からの繰越金 0 

資金支出   4,108,024 

業務活動による支出 3,332,389 

 給与費支出 2,028,902 

 
材料費支出 580,872 

その他の業務活動による支出 722,615 

投資活動による支出 380,156 

 有形固定資産の取得による支出 368,636 

 その他の投資活動による支出 11,520 

財務活動による支出 395,479 

 

長期借入金の返済による支出 23,796 

移行前地方債償還債務の償還による支出 371,683 

その他の財務活動による支出 0 

翌事業年度への繰越金 △ 433,389 

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。   
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第８ 短期借入金の限度額 

１ 限度額    300百万円 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

(１) 賞与支給等による一時的な資金不足への対応 

(２) 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の偶発的な支出への対応 

(３) 運営費負担金、建設事業補助金などの受入遅延等による資金不足への対応 

 

第９ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財

産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 

なし 

 

第 10 第９の財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

なし 

 

第 11 剰余金の使途 

決算において剰余を生じた場合は、香取市との協議を踏まえ、施設の整備・修繕、

医療機器の購入、人材育成、職員への利益還元等に充てる。 

 

第 12 料金に関する事項 

１ 使用料及び手数料 

理事長は、使用料及び手数料として、次に掲げる額を徴収する。 

(１) 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）、高齢者の医療の確保に関する法律（昭

和 57 年法律第 80 号）、介護保険法（平成９年法律第 123 号）その他の法令等

に基づき算定した額 

(２) 前項に定めのない使用料及び手数料の額は、理事長が別に定める。 

２ 減免 

理事長は、災害その他特別の事由又は公益上の必要があると認めるときは、使用

料及び手数料の全部又は一部を減免することができる。 

 

第 13 その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 

１ 施設及び設備に関する計画                 （単位：千円） 

施設及び設備の内容 予定額 財源 

医療機器等整備 40,000 香取市からの長期借入金等 

２ 年度計画の期間を超える債務負担             （単位：千円） 

項目 
年度計画期間

償還額 

次期以降 

償還額 

総債務 

償還額 

移行前地方債償還債務 371,683 4,823,918 5,195,601 
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長期借入金償還債務 23,796 111,868 135,664 

計 395,479 4,935,786 5,331,265 

３ 法第 40 条第４項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に

関する計画 

なし 


